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第２４８期 中 間 決 算 公 告 
2022 年 11 月 25 日 
 岐 阜 市神田 町 八丁目 2 6 番 地 
 株 式 会 社  十  六  銀  行 
 取 締 役 頭 取  石  黒  明  秀 

中 間 貸 借 対 照 表（２０２２年９月３０日現在） 
（単位：百万円） 

金　　　　　　　額 金　　　　　　　額

965,894 6,251,856

10,000 34,000

481 92,167

7,016 39,543

1,401,554 307,661

4,600,684 2,120

6,828 27,559

65,827 3,714

そ の 他 の 資 産 65,827 209

53,355 23,635

5,285 1,010

11,008 6,020

15,792 421

△ 22,750 491

3,230

6,401

15,792

6,788,278

36,839

46,473

27,817

18,656

214,873

20,154

194,719

別 途 積 立 金 167,700

繰 越 利 益 剰 余 金 27,019

298,186

21,578

484

12,453

34,516

332,703

7,120,981 7,120,981

外 国 為 替

無 形 固 定 資 産

支 払 承 諾 見 返

科 目

有 形 固 定 資 産

（資産の部）

そ の 他 資 産

前 払 年 金 費 用

現 金 預 け 金

コ － ル ロ － ン

金 銭 の 信 託

商 品 有 価 証 券

貸 出 金

有 価 証 券

貸 倒 引 当 金

資 産 の 部 合 計

支 払 承 諾

賞 与 引 当 金

未 払 法 人 税 等

繰 延 税 金 負 債

資 本 金

（純資産の部）

退 職 給 付 引 当 金

そ の 他 の 負 債

純 資 産 の 部 合 計

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

土 地 再 評 価 差 額 金

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

資 本 剰 余 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

科 目

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

負 債 の 部 合 計

資 産 除 去 債 務

そ の 他 負 債

外 国 為 替

（負債の部）

預 金

譲 渡 性 預 金

借 用 金

再評価に係る繰延税金負債

睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金

偶 発 損 失 引 当 金

売 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金
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中 間 損 益 計 算 書 ２０２２年 ４月 １日から 
２０２２年 ９月３０日まで 

（単位：百万円） 

金　　　　　　　　　　　額

41,562 

資 金 運 用 収 益 27,356 

( う ち 貸 出 金 利 息 ) 18,983)(               

(うち有価証券利息配当金) 7,264)(                

役 務 取 引 等 収 益 9,022 

そ の 他 業 務 収 益 3,136 

そ の 他 経 常 収 益 2,047 

27,341 

資 金 調 達 費 用 776 

( う ち 預 金 利 息 ) 88)(                   

役 務 取 引 等 費 用 2,757 

そ の 他 業 務 費 用 5,322 

営 業 経 費 17,734 

そ の 他 経 常 費 用 750 

14,221 

16 

89 

14,148 

3,596 

957 

4,554 

9,593 中 間 純 利 益

特 別 損 失

税 引 前 中 間 純 利 益

法人税、住民税及 び事 業税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

科　　　　　目

経 常 収 益
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個別注記表 

 
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社・子法人等株

式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均

法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の金銭の信託については時価法、その

他の金銭の信託については上記(1)のうちのその他有価証券と同じ方法により行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

有形固定資産の減価償却は、定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  15 年～50 年

その他  ４年～20 年

(2) 無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利

用可能期間(５年)に基づいて償却しております。 

５．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協

会銀行等監査特別委員会報告第４号 2022 年４月 14 日。以下「銀行等監査特別委員会報告第４号」という。)に規定

する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権のうち、銀行等監査特別委員会報告第４号に規定する要管理先債

権及びこれに相当する信用リスクを有する要注意先債権(以下「要管理先等債権」という。)については今後３年間

の予想損失額、その他の債権については今後１年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、要管理

先等債権は３年間、その他の債権は１年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に

基づき損失率を求めて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能

見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権

及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込

額を控除した残額を計上しております。 

また、破綻懸念先及び要注意先に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フ

ローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた

金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産査

定管理部署が査定結果を検証のうえ内部監査部署が監査を実施しております。 

(追加情報) 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は、現状の感染状況を踏まえて、影響が当事業年度内

は継続するものと想定し、債務者によってその程度は異なるものの、当該想定の範囲で当行の貸出金等の信用リス

クに影響があるとの仮定に基づいて、債務者区分の決定、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・

フローの見積りを行っております。なお、当該仮定については、前事業年度から重要な変更はありません。 

また、新型コロナウイルス感染症の状況を含む外部環境や債務者の内部環境等の変化により、当初の見積りに用

いた仮定が変化した場合は、債務者区分、キャッシュ・フローの見積りの変動や実際の貸倒損失の発生が当初の予

想と異なることにより引当額が増減し、財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。 
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(2) 賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間期に帰

属する額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあ

たり、退職給付見込額を当中間期末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。な

お、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(３年)による定額法により費用処理 

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10 年)による定額法により

按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけ

る会計処理の方法と異なっております。 

(4) 睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し、利益計上を行った預金の預金者からの払戻請求に備えるため、

過去の払戻実績等に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。 

(5) 偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を

見積り、必要と認められる額を計上しております。 

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

７．ヘッジ会計の方法 

金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に

関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第 24 号 2022 年３月 17 日。以下

「業種別委員会実務指針第 24 号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。 

ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる有価証券等とヘッ

ジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。 

８．消費税等の会計処理 

固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。 

 

会計方針の変更 

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用) 

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日。以下「時価算定会計

基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-２項に定める経過的な

取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。

これによる中間財務諸表に与える影響はありません。 

 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

１．関係会社の株式及び出資金の総額 3,386 百万円 

２．無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に合計 62,309 百万

円含まれております。 
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３．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、

中間貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているもので

あって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第２条第３項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、

「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記することとされて

いる有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 11,750 百万円 

危険債権額 53,038 百万円 

要管理債権額 2,335 百万円 

三月以上延滞債権額 5 百万円 

貸出条件緩和債権額 2,330 百万円 

小計額 67,124 百万円 

正常債権額 4,611,651 百万円 

合計額 4,678,775 百万円 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により

経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権

の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないも

のであります。 

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権

及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、

危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債

権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。 

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

４．手形割引は、業種別委員会実務指針第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業

手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金

額は 12,135 百万円であります。 

５．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 474,092 百万円 

貸出金 1,147,660 百万円 

その他の資産 95 百万円 

担保資産に対応する債務 

預金 82,893 百万円 

売現先勘定 92,167 百万円 

債券貸借取引受入担保金 39,543 百万円 

借用金 307,661 百万円 

上記のほか、その他の資産には、先物取引差入証拠金 4,209 百万円、金融商品等差入担保金 6,171 百万円、保証金

1,447 百万円及び中央清算機関差入証拠金 35,338 百万円が含まれております。 

６．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約

上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これ

らの契約に係る融資未実行残高は、1,225,668 百万円(総合口座取引に係る融資未実行残高 523,794 百万円を含む。)

であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが 1,198,937 百万円あ

ります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当

行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債

権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をする

ことができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求

するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、

与信保全上の措置等を講じております。 
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７．土地の再評価に関する法律(1998 年３月 31 日公布法律第 34 号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額

については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除

した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  1998 年３月 31 日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(1998 年３月 31 日公布政令第 119

号)第２条第４号に定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土

地の価格(路線価)に基づいて、奥行価格補正、時点修正、不整形補

正等の合理的な調整を行って算出しております。 

８．有形固定資産の減価償却累計額 58,352 百万円 

９．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第２条第３項)による社債に対する当行の保証債務

の額は 59,717 百万円であります。 

10．単体自己資本比率(国内基準)は、9.46％であります。 

 

(中間損益計算書関係) 

「その他経常収益」には、株式等売却益 1,696 百万円を含んでおります。 

 

(有価証券関係) 

中間貸借対照表の「有価証券」について記載しております。 

１．満期保有目的の債券(2022 年９月 30 日現在) 

 種 類 

中間貸借対照表 

計 上 額 
時 価 差 額 

(百万円) (百万円) (百万円) 

時価が中間貸借対照表計上額を

超えるもの 

国 債 － － － 

地 方 債 － － － 

社 債 39,416 39,637 221 

そ の 他 － － － 

小 計 39,416 39,637 221 

時価が中間貸借対照表計上額を

超えないもの 

国 債 － － － 

地 方 債 － － － 

社 債 20,083 19,857 △ 225 

そ の 他 － － － 

小 計 20,083 19,857 △ 225 

合 計 59,500 59,495 △ 4 

２．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式(2022 年９月 30 日現在) 

 
中間貸借対照表計上額 

(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

子会社・子法人等株式 － － － 

関連法人等株式 － － － 

合 計 － － － 
 

(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の中間貸借対照表計上額 

 中間貸借対照表計上額 

 (百万円) 

子会社・子法人等株式及び出資金 3,381 

関連法人等株式 － 

組合出資金については、時価算定会計基準適用指針第 24-16 項に基づき、時価開示の対象とはしておりませ

ん。 
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３．その他有価証券(2022 年９月 30 日現在) 

 種 類 

中間貸借対照表 

計 上 額 
取得原価 差 額 

(百万円) (百万円) (百万円) 

中間貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

株 式 108,166 36,580 71,586 

債 券 42,091 41,506 584 

国 債 － － － 

地 方 債 7,756 7,746 10 

社 債 34,334 33,760 574 

そ の 他 42,046 40,162 1,883 

うち外国債券 25,146 25,118 28 

小 計 192,304 118,249 74,054 

中間貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

株 式 10,239 11,888 △ 1,649 

債 券 897,743 912,856 △ 15,112 

国 債 175,481 181,715 △ 6,234 

地 方 債 506,666 512,567 △ 5,900 

社 債 215,596 218,573 △ 2,977 

そ の 他 218,271 245,371 △ 27,100 

うち外国債券 134,359 150,460 △ 16,101 

小 計 1,126,254 1,170,116 △ 43,862 

合 計 1,318,558 1,288,366 30,192 
 

(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の中間貸借対照表計上額 

 中間貸借対照表計上額 

 (百万円) 

非上場株式 4,893 

組合出資金 15,220 

組合出資金については、時価算定会計基準適用指針第 24-16 項に基づき、時価開示の対象とはしておりませ

ん。 

４．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取

得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当

該時価をもって中間貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間期の損失として処理(以下「減損処理」とい

う。)しております。 

当中間期における減損処理額は、126 百万円(うち株式 102 百万円、社債 24 百万円)であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための合理的な基準は、中間決算日における時価が、破綻先、実質破

綻先、破綻懸念先、要注意先が発行する有価証券については 30％以上、正常先が発行する有価証券については 50％以

上下落した場合としております。 

なお、破綻先とは、破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生

している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは、今後、経営破綻に

陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先

とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。 
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(金銭の信託関係) 

１．満期保有目的の金銭の信託(2022 年９月 30 日現在) 

該当事項はありません。 

２．その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(2022 年９月 30 日現在) 

 
中間貸借対照表

計上額 
取得原価 差額 

うち中間貸借対照表

計上額が取得原価を

超えるもの 

うち中間貸借対照表

計上額が取得原価を

超えないもの 

 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

その他の金銭の

信託 
1,024 1,000 24 24 － 

(注) 「うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えない

もの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

 

(税効果会計関係) 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産   

 貸倒引当金 5,812 百万円 

 有価証券 2,119 百万円 

 退職給付引当金 1,801 百万円 

 減価償却費 1,205 百万円 

 その他 1,402 百万円 

繰延税金資産小計 12,341 百万円 

評価性引当額 △ 4,221 百万円 

繰延税金資産合計 8,120 百万円 

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 △ 8,857 百万円 

 前払年金費用 △ 1,205 百万円 

 退職給付信託設定益 △ 954 百万円 

 その他 △ 333 百万円 

繰延税金負債合計 △ 11,351 百万円 

繰延税金負債の純額 △ 3,230 百万円 

 

(１株当たり情報) 

１株当たりの純資産額 8,772 円 86 銭  

１株当たりの中間純利益金額 252 円 96 銭  

 

 


